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   狭山市立保育所条例の一部を改正する条例 

 狭山市立保育所条例（昭和５５年条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項の表狭山市立祇園保育所の項中「狭山市祇園１３番３９号」を「狭山

市祇園１４番３号」に、「１００人」を「１２０人」に改める。 

   附 則 

 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第２条第１項の表狭山市立祇

園保育所の項の改正規定（「１００人」を「１２０人」に改める部分に限る。）は、

平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

  平成２５年１１月２７日提出 

 

           狭山市長 仲 川 幸 成 

 

 

 

提案理由 

 狭山市立祇園保育所の移転に伴い、同保育所の位置及び入所定員の規定を改めたい

ので、この案を提出するものである。 


